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事業評価対象路線

路線名 延長 完成予定 備考

高速横浜北線 8.2Km
平成33年度 平成25年度再評価：

「事業継続」とする

高速横浜環状
北西線

7.1Km 平成32年7月24日
平成28年度再評価：
「事業継続」とする

平成29年3月18日
本線開通
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事業評価対象路線

高速横浜北線：8.2㎞
（第三京浜道路～横羽線）

高速横浜環状北西線：7.1㎞
（東名高速道路～第三京浜道路）

横浜青葉IC・JCT

「社会経済情勢の急激な変化、
技術革新等により再評価の
実施の必要が生じた事業」
に該当

：再評価
営業中路線

事業中路線

凡例

「社会経済情勢の急激な変化、
技術革新等により再評価の
実施の必要が生じた事業」
に該当



〈対象路線 評価の経緯〉
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新規事業採択時評価 再評価

H30年度

（社会情勢の

急激な変化等）

（10年継続）

（事業化）

H13年度

H22年度

（3年経過）

※公共事業評価実施要領改定
(H22.4.1)【経過措置】
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再評価の実施フロー

（国土交通省）

再評価に係る資料の作成

再評価結果及び対応方針等
の公表

関係都県市の意見聴取

対応方針（案）の決定

（首都高速道路（株））

対応方針（原案）の作成

事業評価監視委員会
の審議

対応方針（案）の検討

対応方針の決定


